
 

 

 

健康保険の資格喪失時（退職・社会保険脱退）に「資格確認書」を返却できない場合は提出してください。 

有効期限が切れている「資格確認書」は返却する必要はありません。 

 

 

健康保険 資格確認書 滅失届 

資格確認書を紛失/破損し、資格喪失時に返却できないことを届出いたします。発見したときは直ちに返却いたします。  

資格喪失後にスターバックスコーヒージャパン健康保険組合の資格で受診しないこと、受診した場合は組合負担分の医療費を返納することを誓約いたします。 

被 保 険 者 の 情 報 

記号－番号（省略可） 社員番号（ID） 氏名 生年月日 

    －     
S・H 

     年       月      日 

退職日/ 雇用契約変更日 退職日/ 雇用契約変更後の住所 携帯 TEL 

R       年       月       日 

 〒 

 
 

紛 失 / 破 損 の 対象者 

氏名 本人/家族 生年月日  氏名 本人/家族 生年月日  

 
□本人  

□家族 

S・H・R      

年   月     日 

 □本人  

□家族 

S・H・R      

年    月    日 

 
□本人  

□家族 

S・H・R      

年   月     日 

 □本人  

□家族 

S・H・R      

年    月    日 

紛失の状況 

☐ 退職/契約変更時に上長へ返却したが見つからない      ☐ 退職時に ID カード等と一緒に処分した       

☐ 自宅などでなくして今は持っていない             ☐ その他（                                     ） 

被保険者と連絡が取れない場合、上長が代筆 

代筆者の氏名（所属･役職）   （                                        ）  

                                  

事

業

主  

上記の通り届出いたします。 提出日：     年   月    日  

 

 

  スターバックスコーヒージャパン健康保険組合   

常務理事 事務長  担当 

        

受付印   


